
（発注者） と、 （Production） は、

Artist の楽曲（もしくはプロジェクト）

（以下、「本件楽曲」という）のMusic Video制作（以下、「本件制作」という）について、以下の条件にて、
発注者がProductionに対して発注し、Productionがこれを受注した。

制作費（請負予定金額）： ￥ （消費税別途）

制作費支払期日(支払方法)： 　　月　　日締め、　　月　　日支払
(指定の金融機関に現金にて全額振込)

撮影予定日： 　　　年　　月　　日 撮影予定場所：

Artsit、Label、発注者、Production、Directorがお互いに了承した演出要素、及び特記事項

納品予定日： 　　　年　　月　　日 内容確認終了予定日：　　　年　　月　　日
（内容確認終了後に納品完了と致します）

納品場所： 発注者本社にて

※以下の各項目に関する費用については、○印がついた当事者が負担する。

発注者 Production 発注者 Production
楽器 ヘアメイク

スタイリスト Artist 移動、宿泊費

衣装 出演料
※スポット制作費・スポットプリント費は別途とします。

備考

　年　　月　　日 Label担当者（発注者） 社名

部署名

氏名 印

Production担当者（受注者） 氏名 印

Music Video制作に関する受発注確認書（付随条項付き）



本書面は、Music Video制作に関する受発注確認書（以下「確認書」という）の付随条項として、確認書の一部を構成するものとする。

第１条　支払い
確認書において制作費支払い期日が指定されていない場合または納品完了日が確認書で定めた制作費支払い期日の６０日前を経過していた場合には、発注者はProductionに対し、
納品後６０日以内に、確認書および本付随条項により発注者がProductionに支払うべき金員（以下、これらの費用をあわせて「総制作費」という）を支払うものとする。

第２条　撮影のキャンセルまたは延期
発注者は、撮影日の当日までに撮影のキャンセルまたは延期の通知をProductionに到達させたうえで、下記の金員をProductionに対して支払うことにより、
撮影のキャンセルまたは延期を行なうことができる。ただし、Productionの責に帰すべき事由により撮影日に撮影を行なうことが困難な事情が存在する場合には、
発注者とProductionの協議で定めた条件にて、撮影のキャンセルまたは延期を行なうものとする。

１） 撮影日の5営業日前以降に（撮影当日を含めないものとする。以下同じ）、撮影のキャンセルまたは延期の通知がProductionに到達した場合
① 撮影のキャンセルまたは延期に伴い、Productionが第三者に対して支払う金員の全額
② 見積書に記載されたディレクター料の全額
③ 見積書に記載されたプロダクション料の全額

 2 ） 撮影日の6営業日前以前に、撮影のキャンセルまたは延期の通知がProductionに到達した場合
① 撮影のキャンセルまたは延期に伴い、Productionが第三者に対して支払う金員の全額
② 見積書に記載されたディレクター料の全額
③ 見積書に記載されたプロダクション料の50％

第３条　危険負担
下記のいずれかの事由を原因として撮影日における撮影が不可能または著しく困難となった場合、撮影のキャンセルまたは延期に伴いProductionに発生する費用については、発注者が負担する。

① 雨、霧、雪、凍雨、路面の凍結その他の発注者が指定した撮影状況に不都合な天候の発生
② Artistの怪我もしくは病気または本件映像の制作に必要な音楽トラック（以下「本件音楽トラック」という）の全部もしくは一部の不足
③ 地震、火災、洪水、火山噴火、戦争、労働紛争その他の不可抗力の発生
④ 前各号以外の撮影を困難とするあらゆる不測の事態の発生

第４条　超過費用
Productionは、本件映像の制作に関して、合理的な理由により確認書で合意された制作費を超える費用（以下「超過費用」という）が必要となった場合、
その理由と超過費用を発注者に説明のうえ、発注者の書面による承諾を得ることとする。なお発注者は、これに誠実に対応するものとする。

第５条　修補
１）発注者は、本件映像の修補をProductionに求めるに際しては、下記を記載した書面をProductionに交付するものとする。

① 具体的修補
② 修補期間（Productionによる書面受領後７営業日以上であることを要する）

２）前項の修補がProductionの責に起因しない場合、発注者とProductionは、当該修補を行なうことにより、発注者がProductionに対して支払うべき金額について協議するものとする。

第６条　保険
Productionは、自らの従業員を補償する保険に加入するものとする。

第７条　Productionによる使用
Productionは、発注者に事前の書面による同意を得ることにより、販促活動、コンテストの応募・出品等のために、本件映像を単体またはProductionの制作した他の作品と共に
無償で利用することができるものとする（本件映像を編集して利用することを含む）。

第８条　二次利用
発注者およびProductionは、発注者が本件映像を本件楽曲の販促目的のために利用する一次利用の対価が総制作費に含まれていることを確認するとともに、
発注者は、本件映像を本件楽曲の販促以外の目的のために有償にて利用する二次利用することを希望する場合、別途Productionと誠実に協議するものとする。

第９条　改編
本件映像を改編した映像作品の制作を希望する場合、予め改編の基本方針および制作費をProductionと協議をしたうえで、当該制作の発注を行なうものとする。

Music Video制作においての付随条項



 

 

 

 
 

  日日本本音音楽楽映映像像製製作作者者協協会会かからら  

受受発発注注確確認認書書（（付付随随条条項項付付きき））ごご利利用用ののおお願願いい 

            
★目的：                         

  いままでは・・ 

                   
 
 
 
★概要： 

 

その１＝下請法に基づく「発注書」 

その２＝MUSIC VIDEO の請負契約書 

 

 

 

★手続き（調印の仕方）： 

 ■１通作成の場合： 

 ・ﾚｰﾍﾞﾙ名/ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ名 

 ・制作費（予定）金額 

 ・納品期日、支払期日、 

  撮影予定日など記入 

･項目別負担者にﾁｪｯｸ 

                ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ記名･押印  
          
・ﾚｰﾍﾞﾙの予算ご担当者様は受領後、ご署名･押印（認印）後、 

原本を保管の上、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ担当者にｺﾋﾟｰまたはﾌｧｯｸｽにて 

１通をお渡しください 

 

発注書・・・なし 

請負契約書・・なし 

JMVPA 発足を機に 

統一フォームを作成 

 JMVPA指定の統一フ

ォームで調印・締結を

お願いします！ 

裏表で

２ つ の

機能 

MV 制作・

受発注確

認書 

■２通作成の場合； 

・手順は左記と同じ 

・２通それぞれに記

名・押印後、各１

通を保有する 

MV 制

作・受発

注 確 認

書 

★この受発注確認書は、請負契約書とみなされるた

め「印紙課税書類」となります。 

（制作費別印紙代：100 万円まで 200 円、200 万円

まで 400 円、300 万円まで千円、500 万円まで 2 千

円、1 千万円まで 1 万円） 

★受発注書の主な内容（下請法３条書面の諸要件）： 

・制作費を明記。「衣装」など各項目別負担の明確化 

・スポット制作費、スポットプリント費は別途請求となります 

・お支払期日（納品より 60 日以内）をご記入ください。 

・制作費の上方修正は、別途見積書にてご確認ください。 

★ 付随条項（裏面）でのお願い 

・支払期日は、納品から 60 日以内でお願いします。 

・キャンセルの規定（５営業日以降、６営業日以前）を

設けました。ご遵守をお願いします。 

・不可抗力の場合、ご発注者様の危険負担となりま

す。 

・納品後、ご発注者様のご要望により補修する場合

は、書面にてご申請いただくことと追加費用のご協議

をお願いします。 

・ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝは、従業員の保険に加入いたします。 

・制作ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝが、販促活動やｺﾝﾃｽﾄの応募など

のため MV の使用をお願いした場合は、無償での許諾

をお願いします。（映像を編集しての利用を含む） 

・ご発注者様が販促以外の目的を超えて有償で二次

使用されることをご希望の場合は、別途ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝと

誠実のご協議願うことをお願いいたします。 

・ご発注者様が、MV の改編をご希望の場合は、予め

改編の基本方針および制作費をご協議いただき、あ

らためて改編のご発注をお願いいたします。 
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